
平成２１年６月２日

商品市場監視に関する英国金融サービス機構（FSA）との

枠組合意の署名について

経済産業省及び農林水産省は、英国金融サービス機構（FSA）（以下「両当

局」という。）と、「商品先物市場の監視等に関する枠組合意」に署名しまし

た。 
今後、両当局は、本合意に基づいて、市場監視を一層強化します。

１．枠組合意の背景

近年、世界的な規模の資金移動が活発化し、商品市場への流入も増大してい

ることから、実需と著しく乖離した不当な価格形成が行われたり、複数の市場

を利用した共通商品についての相場操縦行為が行われるおそれが生じていま

す。

このような背景のもと、昨年７月の北海道洞爺湖サミット首脳宣言において、

「商品先物市場の透明性の向上のための各国の関連当局の努力を歓迎し、関係

当局の間の更なる協力を奨励する。」旨合意されたところです。

２．「商品先物市場の監視等に関する枠組合意」の主な内容

商品先物市場及び店頭商品デリバティブ市場におけるクロスボーダー取引

（国境を越えた取引）の市場監視を強化するため、両当局は、それぞれの法令

に基づき、次の取組を行います。

１．国境を越えた市場アクセス、市場の監視・監督、市場及び店頭取引の一

層の透明性等の課題など商品デリバティブ市場に関する規制について政

策及び状況についての情報交換

２．投資者保護及び市場の公正性を高めるため、国境を越えて行われる法令

違反の発見・防止手法等の情報（監督・法執行のための企業又は個人の個

別情報を除く）についての情報交換を強化

３．両当局は、上述の協力を進めていくために、定期的に協議を実施
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Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言（仮訳）（抄）

１４．（中略）我々はまた、商品先物市場の透明性の

向上のための各国の関連当局の努力を歓迎し、関

連当局の間の更なる協力を奨励する。

（平成２０年７月８日）

安心実現のための緊急総合対策（抄）

○原油市場等の透明性の向上

・各国との市場監視協力体制の構築、商品投資状況の

モニター及びこのための関係省庁会議の設置等を通

じた、原油、農産物等の商品先物市場の透明性向上

（平成２０年８月２９日）

各国規制当局は、商品市場における市場監視、複数市

場をまたいだデータの分析、調査・捜査方法及び法執

行案件について、その実績や懸案事項を定期的に協議

して共有化を図るべき。

（平成２１年３月５日）

証券監督者国際機構（IOSCO)商品先物市場タスクフォ

ースによる商品先物市場に関する最終報告書（抄）







日本国農林水産省、経済産業省と英国金融サービス機構の協力

及び協働についての枠組合意（Terms of Reference）

日本国農林水産省(MAFF)、経済産業省(METI)及び英国金融サービス機構（英 FSA）

（以下「両当局」という。）は、投資者保護の推進、市場の公正性の向上及び

日英の国境を超えた商品先物市場における市場取引及び店頭商品デリバティブ

取引の監督の円滑化の観点から、協力及び協働を強めるため共に作業する。こ

の目標のため、この文書は両当局の協力及び協働の作業の進め方を記述する。

両当局の協働は、以下の国際的な動向を考慮に入れるものである。

� 商品先物市場の透明性向上と各国当局間の更なる協力を行う旨の２００

８年７月の洞爺湖サミットにおける宣言

� 日英双方における商品デリバティブ市場の拡大

� 電子的な世界市場の統合、これら市場への開かれた効率的な市場アクセ

スを求める市場参加者の要請、そして投資家及び市場の保護を保ちつつ、

市場参加促進のための現実的な協力的対策を模索するという当局の課題

商品先物市場及び店頭商品デリバティブ市場における国境を越えた取引の市場

監視を強めるという共通目的を達成するため、両当局は、双方の法律に基づき、

次の段階ごとの行動を取っていく。

１．両当局は、共通の関心事項である商品デリバティブ市場に関する規制に

ついて政策及び状況について情報交換を行う。特に、国境を越えた市場

アクセス、市場の監視・監督、市場及び店頭取引の一層の透明性等の課

題等について行うものとする。

２．両当局は、投資者保護及び市場の公正性を高めるため、国境を越えて行

われる法令違反の発見・防止手法等の情報（監督・法執行のための企業

又は個人の個別情報を除く）について交換に関する協力を促進する。

３．両当局は、上述の協力を進めていくために、定期的な会合を設ける。
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